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保健福祉局福祉のまちづくり推進室 
 
 

京都市ホームレス訪問相談事業（緊急一時宿泊事業及び生活再建一時宿泊事業）  

業務委託仕様書 

 
１ この仕様書について 

  この仕様書は、京都市が「京都市ホームレス訪問相談事業（緊急一時宿泊事業

及び生活再建一時宿泊事業）」を委託により実施するに当たって、委託の範囲及び

要件等を定めるものである。 
  なお、この仕様書において、京都市を甲とし、受託者を乙とする。 
 
２ 業務目的 

京都市ホームレス緊急一時宿泊事業及び生活再建一時宿泊事業において借り上

げた施設（以下「施設」という。）に入所した者及び入所が必要と思われる者（以

下「支援対象者」という。）に対して、個々人の状態に応じたアセスメント及び生

活相談等を行うことで、支援対象者が施設を退所した後に、自らの意思で安定し

た生活を営むことができるよう支援する。 
 
３ 業務内容 

  乙は、次に掲げる業務を実施する。実施に当たっては、適宜、各区役所（支

所）保健福祉センター等の関係機関と連携を図ることとする。 

（１）支援対象者のアセスメント 

   支援対象者と速やかに面談を行い、ホームレス状態に至った背景・要因等を

分析し、居宅生活へ移行するに当たり、現在抱えている課題を把握する。 
（２）支援計画案の策定 

   把握した課題の解消に向けて、支援対象者の自立に向けた支援計画案を策定

し、各区役所（支所）保健福祉センターに提案する。 
  （※） 居宅確保の方針の場合は、原則として４週間（ホームレス支援施設など他施設

入所の場合は２週間）以内を支援期間とすること。３か月を超える場合には、そ

の理由、今後の支援方法及び退所の目途を任意の様式で本市に報告すること。 
（３）支援計画に沿った支援 

   各区役所（支所）保健福祉センターが決定した支援計画に沿い、必要な支援

を行う。 
（４）施設入所中の生活相談 

   施設で生活を送るうえで生じた課題や相談に対して、適切な助言・指導を行

う。 
 

（別紙３） 
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（５）支援対象者への支援に係る日用品の支給及び食事の手配及び支給 

   支援対象者の自立に向けた活動を行うに当たり必要な日用品を支給する。 
   なお、支給に係る事務手続き及び品目等については、別に定める。また、日

用品の管理についても乙が行う。 
   また、支援対象者への食事の手配及び支給をする（生活再建一時宿泊事業を

利用する者に限る）。 
    
（６）交通費の支給 

   各保健福祉センターにおいて、京都市ホームレス応急援護事業実施要綱第６

条に基づき、支援対象者への交通費の支給が必要と認められた場合は、交通費

の支給に関する業務を行う。 

なお、京都市物品会計規則に準じて、京都市営地下鉄回数券及びＪＲ乗車券

の保管を行うこと。 

（７）施設退所後の支援 

   支援対象者が居宅への生活に移行した後、必要に応じて生活状況の確認等を

行う。 
（８）生活困窮者自立相談支援システムへの入力 

   支援対象者のうち、生活困窮者については、厚生労働省の統計システムである

生活困窮者自立相談支援システムに必要事項を入力すること。入力方法に疑義が

生じた場合は、適宜本市と協議すること。なお、システムのインストールに必要

なソフトウェア等については本市から提供するが、入力に必要なパソコンやイン

ターネット環境については、受託者が準備すること。 

（※）緊急一時宿泊事業及び生活再建一時宿泊事業における支援対象者の合計人数は 

１日当たり３０名を、生活再建一時宿泊事業における支援対象者の上限人数は１

日当たり５名を想定している。 

 

４ 業務を実施するうえでの留意点 

（１）実施体制 

   乙は、本件業務の遂行を統括する主任相談員を１名配置し、その下に、業務

を遂行する相談員を３名以上配置すること。主任相談員は相談員を兼ねること

ができることとする。 
   なお、配置に当たっては、以下の要件に合致する者を選任すること。 
  ア 「主任相談員」、「相談員」共通の要件 
   (ｱ) 本件委託業務の目的を理解していること。 
   (ｲ) ホームレスの現状や置かれている状況を熟知していること。 
   (ｳ) 社会福祉士等の福祉的支援に関する資格、又はそれに準ずる能力を有し

ていること。 
     ただし、主任相談員については、社会福祉士の資格を有する者であるこ



 

3 
 

とを条件とする。 
  イ 「主任相談員」の業務 

   (ｱ) 相談員の業務遂行状況の管理 
   (ｲ) 業務遂行に関する相談員への助言 
   (ｳ) 本市事業担当者との連絡・調整 
（２）苦情処理 

   乙は、本事業の実施に関して苦情を受け付けた場合は、速やかに甲へ書面に

より報告すること。また、処理に当たっては、甲からの指示に誠実に従うこ

と。 
（３）信用失墜行為の禁止 

   業務を遂行するに当たり、甲の信用を失墜する行為を行わないこと。 
（４）資料等の適正な保管 

   個人情報を含む資料については、施錠のできる保管庫を活用する等、適切か

つ厳重に管理すること。    

（５）緊急時の連絡体制 

   業務実施に関して、予期せぬ問題が生じた場合は、速やかに甲へ連絡し、甲

の指示に従って対応すること。 

    
５ 履行期間及び実施日 

（１）履行期間 

   令和８年４月１日（水）から令和９年３月３１日（水）まで 

（２）実施日 

   土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、１２月２９日から

１月３日までを除く日とする。 
   ただし、緊急時はその限りではない。 
 
６ 秘密の保持 

（１）個人情報の保護 

   個人情報の保護の重要性を認識し、業務の実施に当たっては、京都市個人情

報保護条例をはじめとする本市条例及び関係法令を遵守して取り扱う責務を負

い、個人情報の漏洩、滅失、き損、紛失、改ざんの防止その他個人情報保護に

必要な措置を講じること。 
（２）守秘義務 

   業務遂行中に知り得た事項及び付随する事項は、正当な理由なく第三者に漏

らさないこと。この守秘義務は、委託業務終了後についても同様とする。 

   また、本件委託業務に従事した者が離職した場合は、離職後も遵守させるこ

と。 

（３）目的外使用の禁止及び第三者への提供の禁止 
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   甲の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た情報を本業務の履行以外

の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（４）複写及び複製の禁止 

   業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等につい

て、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（５）その他 

   別紙の「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」及び「電子計算機に 

よる事務処理等（入力等）の委託契約に係る共通仕様書」に記載された事項を遵 

  守すること。 

 
７ 再委託等の禁止 

  乙は、甲の文書による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者

に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第

三者に承継させてはならない。 

 
８ 業務に必要な設備及び物品等の調達 

  業務を遂行するに当たり必要となる執務場所、物品、消耗品等は乙が用意す

る。 
 
９ 実施状況の報告 

（１）毎月の実績報告 

   乙は、当月分の業務実施状況について、別に定める様式により、翌月末までに

甲に対して報告すること。 

（２）年間の実績報告 

   乙は、令和９年３月末日までの実績について、同年４月中に年間の事業実績を

甲に対して任意の様式により報告すること。報告に当たっては、以下に掲げる項

目を記載すること。 

   ア 事業全般における実施状況の総括 

   イ 具体的な支援事例、対象者への支援の効果と課題 

   ウ 本事業委託料の決算報告 

（３）その他 

   上記報告のほか、定期的に甲乙間で事業の実施状況や運営に関して協議する

こと。また、甲から資料提出の求めがあった場合は、適宜対応すること。 

 
10 委託料の支払い 

（１）委託料 

   本業務の委託料は、１８，４２１，０００円以内（消費税及び地方消費税含む。）

とする。（うち、２，００８，０００円については、生活再建一時宿泊事業の支援
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対象者への生活必需品及び食事の提供のために支出し、１１２，０００円は応急

援護事業として交通費を支出するものとする。） 

（２）委託料の支払い  

   甲は、乙の請求に基づき、履行の完了した業務の対価として、契約金額を２

分の１に分割した金額を委託料として支払うものとする。ただし、事業実施に 

  当たり乙があらかじめ経費を必要とする場合は、前期（令和８年４月から９月

分）、後期（令和８年１０月から令和９年３月分）に分けて概算払いにより支払

うことができる。 

   委託契約の締結後、乙からの適法な請求書を受理した時は、３０日以内に当

該請求額を支払う。 

 
11 その他 

  この仕様書に定めのない事態が生じた場合は、その都度、甲乙間で協議し、調

整のうえ決定すること。 


